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地域再生計画「滋賀県本社機能移転促進プロジェクト」の変更について 

 
本県では、企業の本社機能の移転・拡充に伴う立地を促進するため、平成28年３月

に地域再生計画「滋賀県本社機能移転促進プロジェクト」を作成し、国の認定を得て

取組を進めているところであるが、国の制度改正を受け、計画期間を延長して取組

を進める。 

 

１．制度の概要 

 

(1) 目的 

東京に過度に集積している本社機能の地方移転等を促進し、安定した雇用の創

出を通じて地方への新たな人の流れを生み出すことを目的とする。 
 

(2) 内容 

○ 仕組み 

・ 国の基本方針に基づき、①都道府県が「地域再生計画」を作成し、②国に申請 

⇒ ③国が認定 

・ ④認定された「地域再生計画」で指定する地方活力向上地域等に本社機能の移転

等を行う事業者は、「地方活力向上地域等特定業務施設整備計画」を作成し、 

⑤知事に申請 ⇒ ⑥知事が認定 

・ ⑦知事の認定を受けた事業者の取組を、国・県が支援（課税の特例等） 
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対象となる地域(地方活力向上地域) 

県内 19 市町と協議のうえ、産業集積地域を核として、中心市街地やその周辺等の

地域を指定 
 

○ 対象となる施設（特定業務施設） 

・ 全社的な業務等を行う事務所（調査・企画部門、情報処理部門、研究開発部門、国際事

業部門、情報サービス事業部門、その他管理業務部門のいずれかのために使用されるもの） 

・ 研究所、研修所 
 

○ 対象となる事業 

・ 移転型事業：東京 23 区から地方活力向上地域内への本社機能の移転 

・ 拡充型事業：地方活力向上地域内での本社機能の拡充等 
 

○ 事業者に対する支援措置 

・ オフィス減税（国） 

特定業務施設の新設または増設に際して取得等した建物・附属設備・構築物に係

る法人税等の特別償却または税額控除 
事 業 区 分 特 別 償 却 税 額 控 除 

移転型事業 ２５％ ７％ 

拡充型事業 １５％ ４％ 

※取得価額 2,500 万円以上（中小企業者 1,000 万円以上）であること等の要件あり 

 

・ 雇用促進税制（国） 

特定業務施設において新たに雇い入れた従業員等に係る法人税等の税額控除 
事 業 区 分 税 額 控 除 の 内 容 

移転型事業 
 雇用者増加数１人当たり初年度最大９０万円、 

３年間計で最大１７０万円の税額控除 

拡充型事業  雇用者増加数１人当たり最大３０万円の税額控除 

※適用年度およびその前の事業年度中に事業主都合の離職者がいないこと等の要件あり 

 

 ･ 滋賀県税の課税免除および不均一課税（県） 

   特定業務施設の新設または増設に際して取得した土地・建物に係る県税の課 
税免除または不均一課税 

事 業 区 分 不 均 一 課 税 の 内 容 

移転型事業 

 

不動産取得税の課税免除 

 事業税 初年度（１/２）２年目（３/４）３年目（７/８） 

拡充型事業  不動産取得税の不均一課税（本来税率の１/10） 

   ※取得価額 3,800 万円（中小企業者 1,900 万円）以上であること等の要件あり 
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２．地域再生計画「滋賀県本社機能移転促進プロジェクト」の概要と今回の計画  

変更について 

 

・ 本県では、平成28年３月、県内各市町との協議を経て､地域再生計画「滋賀県本社

機能移転促進プロジェクト」を作成し、国の認定を得て、本社機能の移転・拡充

に向けた取組みを進めているところ。 

・ 今般、国において、本社機能移転等の加速化を図るため、本社機能の移転等を行

った事業者に対する課税の特例措置について、適用期限を延長するとともに、そ

の内容を充実する制度改正が実施されたことに伴い、下記のとおり地域再生計画

を変更する。 

 
(1) 計画期間 

（変更前）平成 28 年３月から令和６年３月まで 

（変更後）平成 28 年３月から令和 11 年３月まで 

 

(2) 地方活力向上地域 

本計画が認定された平成 28 年 3 月以降に新たに市街化編入された区域等を、各

市町と協議のうえ一部追加 

 

(3) 計画の目標 

（変更前） 

○ 本社機能の立地 32 件（移転型事業 ９件、拡充型事業 23 件） 

○ 雇用機会の創出 380 人 

（変更後） 

○ 本社機能の立地 32 件（移転型事業 ９件、拡充型事業 23 件） 

○ 雇用機会の創出 480 人 

 

 

 目 標 値 

H27 H28 H29 H30 R1 R2 R3 R4 R5 R6-R10 

件数 

（件）

拡充型事業 ３ ６ ９ 12 15 17 19 21 23  

移転型事業 － １ ２ ３ ５ ６ ７ ８ ９ 同左 

雇用創出数（人） 30 70 110 150 200 290 320 440 480  


